
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
田
　
泰

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

さ
だ
ひ
で
腎
・
泌
尿
器
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
安
佐
南
区
山
本
一
︱
九
︱
二
六
ク
リ
ニ
ッ

ク
モ
︱
ル
祇
園
　
二
Ｆ

令
和
　
　
六
・
一
一
・
　
　
二

さ
く
ら
の
木
フ
ァ
ミ
リ
︱
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
西
区
福
島
町
二
丁
目
二
四
︱
二
七
︱
二

令
和
　
　
六
・
一
一
・
　
　
一

き
た
む
ら
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

府
中
市
府
川
町
一
〇
八
番
八

令
和
　
　
六
・
一
一
・
　
　
二

六

十

二
十
二



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
田
　
泰

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

笹
尾
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
中
区
宝
町
四
︱
七
笹
尾
ビ
ル
二
Ｆ

令
和
　
　
六
・
一
〇
・
　
　
一

ひ
ろ
し
ま
脳
神
経
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
南
区
松
原
町
五
番
一
号
ビ
ッ
グ
フ
ロ
ン
ト

ひ
ろ
し
ま
四
Ｆ

〃

新
市
と
き
な
が
ク
リ
ニ
ッ
ク

福
山
市
新
市
町
大
字
新
市
六
二
八
番
地
二

〃

む
か
い
な
だ
耳
鼻
咽
喉
科
・
ア
レ
ル
ギ
︱
科

安
芸
郡
府
中
町
桃
山
一
丁
目
四
番
一
八
号
三
階

〃

き
ら
き
ら
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

安
芸
郡
海
田
町
窪
町
一
番
二
三
号
Ｊ
Ｒ
海
田
市
駅

Ｎ
Ｋ
ビ
ル
二
階

〃

お
ん
じ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

安
芸
郡
海
田
町
南
大
正
町
三
番
二
五
号

〃

六

十

二
十
二



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
田
　
泰

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

ア
ル
パ
カ
ハ
ウ
ス
附
属
歯
科
診
療
所

広
島
市
佐
伯
区
皆
賀
一
丁
目
一
〇
番
四
号
　
二
階

令
和
　
　
六
・
一
一
・
　
　
一

六

十

二
十
二



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
田
　
泰

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

広
島
Ｒ
Ｓ
矯
正
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
西
区
観
音
本
町
一
丁
目
一
六
番
二
一
号

令
和
　
　
六
・
一
〇
・
　
　
一

甲
斐
歯
科
医
院

福
山
市
芦
田
町
大
字
下
有
地
九
八
〇
番
地
二

〃

甲
元
歯
科
医
院

安
芸
郡
府
中
町
浜
田
二
丁
目
二
番
一
六
号

〃

六

十

二
十
二



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
田
　
泰

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

サ
ン
ド
ラ
ッ
グ
広
島
本
通
薬
局

広
島
市
中
区
本
通
四
番
一
一
号

令
和
　
　
六
・
一
一
・
　
　
一

の
ぞ
み
薬
局

府
中
市
府
川
町
一
〇
八
︱
一
三

〃

六

十

二
十
二



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
田
　
泰

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

水
主
町
薬
局

広
島
市
中
区
吉
島
東
一
丁
目
二
七
番
二
〇
号

令
和
　
　
六
・
一
〇
・
　
　
一

パ
︱
ル
薬
局
　
相
田
店

広
島
市
安
佐
南
区
相
田
二
丁
目
五
番
一
八
︱
二
〇

一
号

〃

パ
︱
ル
薬
局
　
川
内
店

広
島
市
安
佐
南
区
川
内
四
丁
目
一
五
番
二
〇
号

〃

し
ん
い
ち
薬
局

福
山
市
新
市
町
新
市
六
二
九
番
地
一

〃

つ
つ
じ
薬
局

東
広
島
市
西
条
昭
和
町
一
二
番
四
三
号

〃

安
芸
府
中
薬
局

安
芸
郡
府
中
町
桃
山
一
丁
目
一
八
︱
二
〇

令
和
　
　
六
・
一
〇
・
　
一
五

六

十

二
十
二


